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四国地方整備局工事請負契約書における請負代金額変更の規定 （スライド条項）

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価
水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することが
できる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出
来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ｡)と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎
として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ｡)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の
15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に
基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、
発注者が定め、受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合にお
いては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする
ものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となっ
たときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーション
を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額
の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の
日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しな
い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

◎工事請負契約書

全体
スライド

単品
スライド

インフレ
スライド
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四国地方整備局工事請負契約書における請負代金額変更の規定 （スライド条項）

３

項 目
全体スライド

（契約書第26条第１項～第４項）
単品スライド

（契約書第26条第５項）
インフレスライド

（契約書第26条第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

条項の趣旨

比較的緩やかな価格水準の変動に対
応する措置

特定の資材価格の急激な変動に対応
する措置

急激な価格水準の変動に対応する措
置

請
負
代
金
額
の
変
更
方
法

対 象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後
の残工事量に対する資材、労務単価
等

部分払いを行った出来高部分を除く

特定の資材（鋼材類、燃料油類等）

基準日以降の残工事量に対する資材、
労務単価等

受発注者
の負担

残工事費の１．５％ 請負代金額の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレ
スライドと併用の場合、全体スライ
ド又はインフレスライド適用期間に
おける負担はなし）

残工事費の１．０％

（30条「天災不可抗力条項」に準拠
し、建設業者の経営上最小限度必要
な利益まで損なわないよう定められ
た「１％」を採用。単品スライドと
同様の考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライ
ド適用後、12ヶ月経過後に適用可
能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除
いた工期内全ての特定資材が対象の
ため、再スライドの必要がない）

可能

その他
・スライド変更金額：税抜き価格は、万円単位とする。
・受発注者負担 ：全体・インフレはスライドの都度それぞれ負担分（足切額）を考慮したスライド額となる。

単品スライドについては、全体・インフレスライドと重複する場合、負担無し。



運用の改定について
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四国地方整備局
単品スライド条項通知の改定概要について（R4.6.17付通知）

工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」（受注者が提出）と
「搬入した月、または購入した翌月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を
用いて請負代金額を変更。

１）購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高く
ても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。

２）鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、
工事への搬入時期を証明できれば「工場へ搬入した月の物価資料の単価」を
用いて請負代金額を変更することを可とする。

３）年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に
単品スライド条項を適用することも可とする。

これまでの運用ルール

新たな運用ルール
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四国地方整備局
単品スライド額算定の考え方 概略フロー

発注者

❏ 実際の購入金額にて品目毎の変動額を算出

「① 実勢価格に基づく変動後の金額」が安価となる品目

受注者

❏ 単品スライドの請求

（必要な情報、資料等）
・対象品目、対象材料
・変更請求概算額
・材料毎に対象数量、搬入・購入等の時期、購入先、単価・購入価格及び、

それが証明できる納品書、請求書、領収書

「 ② 実際の購入金額」が安価となる品目

発注者

❏ 実勢価格にて品目毎の変動額を算出

❏ 申し出のあった材料毎にスライド額を「実際の購入金額」にて
算出するか、「実勢価格」にて算出するかを確認

区分 品 目 材 料

鋼材類 鋼材類
Ｈ形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼二次製
品、ガードレール、スクラップ等
（賃料や損料も対象とすることが可能）

燃料油 燃料油 ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

その他
工事材
料

コンクリー
ト類

レディーミクストコンクリート（生コン）、セ
メント、モルタル、コンクリート混和材、コン
クリート用骨材、コンクリート二次製品等

アスファル
ト類

アスファルト混合物、アスファルト乳剤、スト
レートアスファルト、改質アスファルト等

その他主要
な工事材料

上記以外の主要な工事材料が対象

（参考）対象品目及び材料

受注者から実際の購入金額でスライド額を算出
することを希望する旨の申し出があった場合

具体的なフローは次ページ参照

発注者

❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の１％を超えるかを確認
（品目の一部の材料について実際の購入金額を用いて確認することも可）

発注者
❏ 実勢価格にてスライド額を算定

発注者

❏ 実際の購入金額にてスライド
額を算定

※ 部分払いをした工事における「請負代金額」は
出来高部分に相応する請負代金額を控除した額

発注者

❏ 「実勢価格に基づく変動後の金額」と「実際の購入金額」を比較
品目毎の合計金額で比較する（材料毎の比較は行わない）

① 実勢価格に基づく変動後の金額（品目毎の合計金額）実勢価格は
単価合意比率を考慮

② 実際の購入金額（品目毎の合計金額）

変動額が請負代金額※の１％を
超えない品目は単品スライドの
対象外

変動額が請負代金額※の
１％を超える品目

変動額が請負代金額※の１％を
超えない品目は単品スライドの
対象外

変動額が請負代金額※の
１％を超える品目

改定ポイント①

増額変更の場合の例
【マニュアル67頁「別紙－１」】

６

発注者

❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の１％を超えるかを確認



四国地方整備局
実際の購入金額の確認フロー

【マニュアル68頁「別紙－１」】
改定ポイント①

（補足）見積りについて
❏工期内の代表的な月（１ヶ月以上）とする

受注者

❏ 実際の購入金額でのスライド額算定を希望
・対象品目及び対象材料を申出※
・実購入先を含まない２社以上の見積り提出※

「実際の購入金額の単価」が「実勢価格（単価合意比率考慮）」以上となることを受注者にて確認

発注者

❏ 受注者から提出された見積りから「地域の材料価格の傾向」と「実際の購入金額での検討」を行う
ことの妥当性を確認

＜チェック項目＞
❏ 対象材料ごとに以下を確認

・「現場に搬入された月もしくは購入した月」のうち、代表的な月（１ヶ月以上）の単価で確認

「実際の購入金額の単価」と２社以上の「見積り単価」を比較し、「実際の購入金額の単価」 が
最も安価となる

発注者
❏ 「実際の購入金額」の「実勢価格」からの乖離の程度を確認

＜チェック項目＞
❏ ①が②以内であるかを確認

①「実際の購入金額の単価」
（複数月に渡って搬入している場合は、購入単価の加重平均）

②「実勢価格の単価（単価合意比率考慮）＋３０％」
（複数月に渡って搬入している場合は、実勢価格の単価（単価合意比率考慮）の加重平均＋３０％）

❏ ①が②を上回る場合、特別に考慮すべき価格変動要因がないかを確認

＜確認方法＞ 各発注者の判断による
１）発注者による見積り徴収
２）近隣工事における材料調達状況
３）特別調査で設定した単価の場合、調査機関へのヒアリング 等

第１段階

第２段階

実勢価格にて算出

❏ 実購入先の当該材料の価格変動
は社会（もしくは地域）全体と
してのものではない。

実際の購入金額の妥当性
が確認できる

実際の購入金額にて算出

実際の購入金額の妥当性が
確認できない

実勢価格にて算出

「実際の購入金額の単価」が
最も安価とならない材料

※単品スライドの請求時に
あわせて提出

実勢価格の単価（単価合意比率考慮）の
＋３０％は発注者として妥当性を確認す
るためのものであり、＋３０％を超えて
も妥当性が確認されれば採用可能

❏ ①が②以内の場合、実際の購入金額の単価は概ね材料価
格の上昇傾向と合致しているため、妥当と判断

❏ ①が②を上回る場合、実際の購入金額の単価が妥当であ
ることが発注者が入手できる情報・資料から確認できる ７



四国地方整備局

9

受注者に提出して頂く証明書類
・対象数量、搬入・購入等の時期、購入先、単価・購入価格等が証明できる納品書、請求書、領収

書など。

・燃料油は多岐に渡る機械で使用されているため、すべてを証明する書類が提出し難い事情がある

と認められる場合は、主たる用途に用いた数量を証明する書類をもって対象とすることが可能。

・必要な証明書が提出されなければ、スライド条項の対象材料としない。

改定ポイント②

改定ポイント②

鋼材類の購入にあたって、購入先と購入価格を漏洩しない旨を契約条項として設定している場

合には、購入先や単価等の証明書類の提出を省略し、搬入月及び数量を証明する書類をもって

スライド条項の適用とする。その際は実勢価格を用いてスライド額の算定を行う。

※その他の主要な工事材料についても同等の事情があると認められる場合には同規定を準用可

単品スライド条項の提出書類について（「実際の購入金額」を示せない場合の対応）

８

【マニュアル18～20頁「2-3受注者への確認事項」】
【マニュアル26・27頁「3-3受注者への確認事項」】
【マニュアル40・41頁「4-3受注者への確認事項」】

※受注者の自社の取り決めではなく、メーカー等から鋼材類を購入する際に購入先との基本契約で購入
価格を漏洩しない旨を契約条項として設定していることなどが客観的に確認できる必要がある



四国地方整備局複数年に跨がる維持工事の場合の手続きについて

維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、各年度末に行うものとする。

改定ポイント③

改定ポイント③

【マニュアル45・46頁「5-5複数年度にわたる維持工事の取り扱い」】

複数年度にわたる維持工事の取扱い

９



単品スライドに係る手続き等について
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四国地方整備局単品スライド条項の対象工事について

【マニュアル3頁「1-2対象工事」】

・残工期が２ヶ月以上あるすべての工事を対象とする。

１．対象工事について

工期末の２ヶ月前までに請求を行う。

請求を行った場合は、請求日に関わらず、工事開始日（複数年度にわたる維持工事では各年度

の開始日）以降に調達した品目についてスライドの対象となる。

11



四国地方整備局単品スライド条項の対象品目・材料について

２．対象品目及び材料

区 分 品 目 材 料

鋼材類 鋼材類

Ｈ形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、

ガードレール、スクラップ等
（ただし、鋼材類には非鉄金属（アルミニウムや鉛など）は含まない）

※賃料や損料も対象とすることが可能。

燃料油 燃料油 ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

その他

工事材料

コンクリート類
レディーミクストコンクリート（生コン）、セメント、モルタル、

コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等

アスファルト類
アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、

改質アスファルト等（アスファルトを主要材料としたものが対象）

その他主要な

工事材料

上記以外の主要な工事材料が対象（非鉄金属も対象）

※主要な工事材料か否かは、工事の種類や請負代金額中に占める資材費の割合、その

他の要素を考慮して決定する。なお、工場製作品も含む。

※請求があった材料の中から受発注者間で協議のうえ、品目区分を決定する。

【マニュアル4頁 「1-3対象品目」】
【マニュアル14頁「2-1-1対象材料の考え方」】
【マニュアル24頁「4-1対象材料」】
【マニュアル37頁「4-1-1対象材料の考え方」】

12



四国地方整備局単品スライド条項の対象品目・材料について

工種 名称 規格 単位 取扱い
※ 分離可能な品目

鉄筋工（太径鉄筋含む） 鉄筋工 鉄筋加工・組立 ｔ ① 鋼材類

鉄筋工（ガス圧接工） ガス圧接工 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 箇所 ② 材料分離不可

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 m2 ② 材料分離不可（※②）

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 標準型（土中建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

標準型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

耐雪型（土中建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

耐雪型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

部材設置（ﾚｰﾙ設置）（耐雪型含む） ｍ ① 鋼材類

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 標準型（土中建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

標準型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） ｍ ② 材料分離不可（※②）

部材設置（ﾊﾟｲﾌﾟ設置） ｍ ① 鋼材類

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 横断・転落防止柵設置工 土中建込 ｍ ① 鋼材類

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ｍ ① 鋼材類

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｍ ① 鋼材類

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ｍ ① 鋼材類

部材設置（ﾋﾞｰﾑまたはﾊﾟﾈﾙの設置） ｍ ① 鋼材類

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 ｍ ② 材料分離不可

防護柵設置工（落石防護柵） 落石防護柵設置工 中間支柱設置工 本 ② 材料分離不可

端末支柱設置工 本 ② 材料分離不可

ﾛｰﾌﾟ･金網設置工（間隔保持材付き） ｍ ② 材料分離不可

ﾛｰﾌﾟ･金網設置工（上弦材付き） ｍ ② 材料分離不可

ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置工 本 ② 材料分離不可

防護柵設置工（落石防止網） 落石防止網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置 m2 ② 材料分離不可

ｱﾝｶｰ設置 箇所 ② 材料分離不可

ﾎﾟｹｯﾄ式支柱（ｱﾝｶｰ固定式） 箇所 ② 材料分離不可

法面工 法面工 ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 ② 材料分離不可

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 m2 ② 材料分離不可

機械藩種施工による植生工（植生基材吹付工） m2 ② 材料分離不可

機械藩種施工による植生工（客土吹付工、種子散布工） m2 ② 材料分離不可

人力施工による植生工（植生ﾏｯﾄ工、植生ｼｰﾄ工） m2 ② 材料分離不可

人力施工による植生工（植生筋工、筋芝工） m2 ② 材料分離不可

人力施工による植生工（張芝工） m2 ② 材料分離不可

ﾈｯﾄ張工（繊維ﾈｯﾄ工） m2 ② 材料分離不可

道路植栽工 道路植栽工 植樹工 本 ① その他材料

支柱設置 本（ｍ） ② 材料分離不可

地被類植付工 鉢 ① その他材料

植樹管理（せん定） 本（ｍ2） － 材料費含まず

植樹管理（施肥） 本（ｍ2） ① その他材料

植樹管理（除草・芝刈・灌水） m2 － 材料費含まず

植樹管理（防除） 本（ｍ2） ① その他材料

移植工（掘取工） 本 ② 材料分離不可

工種 名称 規格 単位 取扱い
※ 分離可能な品目

吹付枠工 吹付枠工 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ ② 材料分離不可

ﾗｽ張工 m2 ② 材料分離不可

橋梁用伸縮継手装置設置工 橋梁用伸縮継手装置設置工 ｍ ① 鋼材類

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 ｍ ① 鋼材類・その他材料

薄層カラー舗装工 薄層カラー舗装工 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 m2 ② 材料分離不可

景観透水性舗装工 m2 ② 材料分離不可

樹脂系すべり止め舗装工 m2 ② 材料分離不可

道路標識設置工 道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 基 ② 材料分離不可

標識柱設置（片持式） 基 ① 鋼材類

標識柱設置（門型式） 基 ① 鋼材類

標識基礎設置（片持式・門型式） m3 ② 材料分離不可

標識板設置（案内標識） m2 ② 材料分離不可

標識板設置（警戒･規制･指示･路線） m2 ① 鋼材類

添架式標識板取付金具設置（信号ｱｰﾑ部） 基 ② 材料分離不可

添架式標識板取付金具設置（照明柱･既設標識柱） 基 ② 材料分離不可

添架式標識板取付金具設置（歩道橋） 基 ① 鋼材類

道路付属物設置工 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 本 ② 材料分離不可（※②）

視線誘導標設置・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 本 ② 材料分離不可（※②）

視線誘導標設置・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含まない） 本 ② 材料分離不可（※②）

視線誘導標設置・防護柵取付用 本 ② 材料分離不可（※②）

視線誘導標設置・構造物取付用 本 ② 材料分離不可（※②）

視線誘導標設置（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型） 本 ② 材料分離不可（※②）

境界杭設置 本 ① その他材料

道路鋲設置（穿孔式） 個 ② 材料分離不可（※②）

道路鋲設置（貼付式） 個 ② 材料分離不可（※②）

車線分離標設置（可変式・着脱式）（穿孔式） 本 ② 材料分離不可（※②）

車線分離標設置（固定式）（貼付式） 本 ② 材料分離不可（※②）

境界鋲設置　金属製 本 ① その他材料

公園植栽工 公園植栽工 植樹工 本 ① その他材料

支柱設置 本（ｍ） ② 材料分離不可

地被類植付工 鉢 ① その他材料

軟弱地盤処理工 軟弱地盤処理工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ｍ ① その他材料

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ｍ ① その他材料

橋面防水工 橋面防水工 ｼｰﾄ系防水 m2 ② 材料分離不可

塗膜系防水 m2 ② 材料分離不可

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 m2 － 材料費含まず

鉄筋挿入工（ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工） 鉄筋挿入工 鉄筋挿入工 ｍ ① 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類

仮設足場の設置・撤去 空m3 ② 材料分離不可

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 m2 ② 材料分離不可

※　①：市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

　　②：市場単価等に材料費が含まれているが、市場単価の構成上、分離が出来ない工種（「※②」材料分離不可の市場単価であるが、手間のみの単価が算出可能な単価。）

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜市場単価＞

【マニュアル15頁「2-1-2①市場単価・土木工事標準単価」】
【マニュアル37頁「4-1-2①市場単価・土木工事標準単価」】

【マニュアル63・64頁「別表１」】

市場単価・土木工事標準単価のうち、材料費が分離できる場合には対象とすることができる。

・下表の市場単価のうち、取扱い区分①（黄着色）は、材料費が分離されているため対象。

・ただし、取扱い区分②のように材料費が分離できない市場単価等でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることが

できる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格または実際の購入価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出する

ものとする。

２．対象品目及び材料（市場単価・土木工事標準単価について）
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四国地方整備局単品スライド条項の対象品目・材料について単品スライド条項の対象品目・材料について

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜土木工事標準単価＞

工種 名称 規格 単位 取扱い
※ 備考

区画線工 区画線工 溶融式（手動） ｍ ① 燃料油・その他材料

ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式） ｍ ① 燃料油・その他材料

区画線消去（削取り式） ｍ ① 燃料油・その他材料

区画線消去（ウオータージェット式） ｍ － 材料費含まず

区画線工（北海道特殊規格） 溶融式（車載式） ｍ ① 燃料油・その他材料

ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式） ｍ ① 燃料油・その他材料

ﾍﾟｲﾝﾄ式（手動） ｍ ① 燃料油・その他材料

高視認性区画線工 高視認性区画線工 リブ式・溶融式 ｍ ① 燃料油・その他材料

非リブ式・溶融式 ｍ ① 燃料油・その他材料

区画線消去（削取り式） ｍ ① 燃料油

橋梁塗装工 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整 m2 ② 材料分離不可

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　研磨材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 m2 ② 材料分離不可

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　ﾐｽﾄｺｰﾄ m2 ② 材料分離不可

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　中塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　上塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　清掃・水洗い m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　素地調整 m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　研磨剤及びｹﾚﾝかす回収・積込工 m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　下塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　中塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

塗替塗装　上塗り塗装 m2 ② 材料分離不可

構造物とりこわし工 構造物とりこわし工 無筋構造物 m3 － 材料費含まず

鉄筋構造物 m3 － 材料費含まず

コンクリートブロック積工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ積工（練積・空積） m3 ① ｺﾝｸﾘｰﾄ類

排水構造物工 排水構造物工 U字側溝 ｍ ① ｺﾝｸﾘｰﾄ類

自由勾配側溝 ｍ ① ｺﾝｸﾘｰﾄ類

蓋版 枚 ① 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類

鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 ｍ ① 鋼材類

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 表面被覆工（ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装） 下地処理 m2 － 材料費含まず

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（CC-A塗装、CC-B塗装） m2 ② 材料分離不可

下地調整（CC-A塗装、CC-B塗装） m2 ② 材料分離不可

塗装（中塗り）（CC-A塗装） m2 ② 材料分離不可

塗装（中塗り）（CC-B塗装） m2 ② 材料分離不可

塗装（上塗り）（CC-A塗装） m2 ② 材料分離不可

塗装（上塗り）（CC-B塗装） m2 ② 材料分離不可

表面含浸工 表面含浸工 簡易清掃 m2 － 材料費含まず

下地処理 m2 － 材料費含まず

含浸材塗布 m2 ① その他材料

工種 名称 規格 単位 取扱い
※ 備考

連続繊維シート補強工 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 m2 － 材料費含まず

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 m2 ① その他材料

不陸修正 m2 ① その他材料

連続繊維ｼｰﾄ本体貼付（一層当たり） m2 ① その他材料

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） m2 ① その他材料

仕上げﾓﾙﾀﾙ・塗装（ﾓﾘﾀﾙ＋ﾓﾙﾀﾙ用上塗り） m2 ① その他材料

剥落防止工（アラミドメッシュ） 剥落防止工（ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ） ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ本体貼付 m2 ① その他材料

漏水対策材設置工 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 ｍ ① その他材料

防草ｼｰﾄ設置工 防草ｼｰﾄ設置工 防草ｼｰﾄ設置（覆土） m2 ① その他材料

防草ｼｰﾄ設置（露出） m2 ① その他材料

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂） 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂） 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置（紫外線照射なし） m2 ② 材料分離不可

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置（紫外線照射あり） m2 ② 材料分離不可

塗膜除去工 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 m2 ① その他材料

バキュームブラスト工 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ m2 ② 材料分離不可

道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 基 ② 材料分離不可

鏡体設置 基 ② 材料分離不可

鏡体撤去 基 － 材料費含まず

支柱・基礎撤去 基 － 材料費含まず

仮設防護柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 仮設防護柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 仮設防護柵設置　H鋼基礎 ｍ ① 鋼材類

仮設防護柵設置　独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ ① 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類

仮設防護柵設置　連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ ① 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類

仮設防護柵撤去　H鋼基礎 ｍ － 材料費含まず

仮設防護柵撤去　独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ － 材料費含まず

仮設防護柵撤去　連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ － 材料費含まず

機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 箇所 ① 鋼材類

継手方式(2) 箇所 ① 鋼材類

抵抗板付鋼製杭基礎工 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜　施工条件Ⅰ 回 ① 鋼材類

打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 ① 鋼材類

打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 ① 鋼材類

ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 ｍ ② 材料分離不可

FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 枚 ② 材料分離不可

侵食防止用植生ﾏｯﾄ工（養生ﾏｯﾄ工） 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工（養生ﾏｯﾄ工） m2 ① その他材料

支承金属溶接工 支承金属溶接工 支承金属溶射ﾌﾞﾗｽﾄ法（潤滑性防錆剤注入なし） 基 ② 材料分離不可

支承金属溶射ﾌﾞﾗｽﾄ法（潤滑性防錆剤注入あり） 基 ② 材料分離不可

支承金属溶射　粗面形成法 基 ② 材料分離不可

仕上げ塗装（１層） 層 ② 材料分離不可

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置工 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置工 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置 ｍ ① その他材料

※　①：市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

　　②：市場単価等に材料費が含まれているが、市場単価等の構成上、分離が出来ない工種

２．対象品目及び材料（市場単価・土木工事標準単価について）

【マニュアル15頁「2-1-2①市場単価・土木工事標準単価」】
【マニュアル37頁「4-1-2①市場単価・土木工事標準単価」】

【マニュアル64・65頁「別表１」】

14



四国地方整備局単品スライド条項の提出書類について

・対象数量、搬入・購入等の時期、購入先、単価・購入価格等が証明できる納品書、請求書、領収

書など。

・燃料油は多岐に渡る機械で使用されているため、すべてを証明する書類が提出し難い事情がある

と認められる場合は、主たる用途に用いた数量を証明する書類をもって対象とすることが可能。

・必要な証明書が提出されなければ、スライド条項の対象材料としない。

３．受注者に提出して頂く証明書類

再掲

改定ポイント②

鋼材類の購入にあたって、購入先と購入価格を漏洩しない旨を契約条項として設定している場

合には、購入先や単価等の証明書類の提出を省略し、搬入月及び数量を証明する書類をもって

スライド条項の適用とする。その際は実勢価格を用いてスライド額の算定を行う。

※その他の主要な工事材料についても同等の事情があると認められる場合には同規定を準用可

改定ポイント②

15

【マニュアル18～20頁「2-3受注者への確認事項」】
【マニュアル26・27頁「3-3受注者への確認事項」】
【マニュアル40・41頁「4-3受注者への確認事項」】

※受注者の自社の取り決めではなく、メーカー等から鋼材類を購入する際に購入先との基本契約で購入
価格を漏洩しない旨を契約条項として設定していることなどが客観的に確認できる必要がある



四国地方整備局

鋼材類

・発注者の設計数量の範囲内で、加工によるロス等の数量についても加味することができる。

・ロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に

処理する。

燃料油

・設計数量に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料について

も、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。

その他工事材料

・発注者の設計数量の範囲内で、施工によるロス等の数量についても加味することができる。

・ロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に

処理する。

単品スライド条項の対象数量について

４．対象数量について

※２：任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする

※２

※２

【マニュアル16・17頁「2-2対象数量」】
【マニュアル24～26頁「3-2対象数量」】
【マニュアル38・39頁「4-2対象数量」】証明された数量と対象数量の考え方 

証明数量＜設計図書の数量      → 当該材料は対象材料とならない 

設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量 

設計数量＜証明数量               → 対象材料。対象数量は設計数量 

     注）  設計図書の数量：設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量 

        設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 

        証明数量：受注者から証明された数量 

 

※１

※１：燃料油については対象とすることができる。

【マニュアル24～26頁】

16



四国地方整備局単品スライド額の変動額算定について

５－１．変動後の実勢価格及び単価について（官積単価）

※単価合意比率（落札率）について、精算変更時に追加された細別は請負比率を用いるものとする。

※当初積算が、特別調査や見積りによる場合は、当初積算時の類似資材の物価変動率により算定することができる。

ただし、当該材料等が工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

鋼材類

・対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。

・複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定

し、対象数量を乗じて変動後の価格を算出する。

燃料油

証明書が提出された対象数量

・対象材料を購入した翌月の物価資料の価格とする。

・対象数量に購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたもの

証明書が提出されていない場合

・工事期間の平均値（工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月に

おける実勢価格の平均）とする。

・対象数量に工事期間中の平均単価を乗じたもの

その他工事材料

・対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。

・鋼材類に準じるものとするが、燃料油のように契約と購入がほとんど同時期に行われる材料に

ついては、燃料油と同様に対象材料を購入した翌月の物価資料の価格とする。

【マニュアル21～23頁「2-4単価（実勢価格の算定）」】
【マニュアル27～29頁「3-4単価（実勢価格の算定）」】
【マニュアル41・42頁「4-4単価（実勢価格の算定）」】

17



四国地方整備局単品スライド額の変動額算定について

５－２．実際の購入金額について
実際の購入金額が採用される場合には、単価合意比率（落札率）を乗じない。

５－３．変動額算定について

ｐ‘： 設計時点における各材料の単価

ｐ‘： 価格変動後における各材料の実勢価格

Ｄ‘： 各材料について算定した対象数量

k‘： 単価合意比率または請負比率

【マニュアル6～10頁「1-5-1スライド額算定の方法について」】

 

総価契約単価合意方式の場合 

Ｍ当初
鋼 ，Ｍ当初

油 ，Ｍ当初
材料 ＝{ ｐ1×Ｄ1×ｋ1 ＋ ｐ2×Ｄ2×ｋ2＋……＋ ｐm×Ｄm×ｋm }× 

（1 ＋ 消費税及び地方消費税の税率/100） 

Ｍ変更
鋼 ，Ｍ変更

油 ，Ｍ変更
材料 ＝{ ｐ'1×Ｄ1×ｋ1 ＋ ｐ'2×Ｄ2×ｋ2＋……＋ ｐ'm×Ｄm×ｋm }× 

（1 ＋ 消費税及び地方消費税の税率/100） 

●変動額＝M変更（変動後の実勢価格） ー M当初（当初設計時点の実勢価格）

実際の購入金額が実勢価格で算出した上記のM変更を下回る場合には、実際の購入金額を用いる。

また、運用の改定により、実際の購入金額が実勢価格で算出した上記のM変更を上回る場合であっても、実際

の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合は、実際の購入金額を用いることも可としている。 18



四国地方整備局単品スライド額の変動額算定について

19 

ガソリン １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

① 　受注者　購入数量
（現場内建設機械に係る数量）

－ － － 1,000 2,000 3,000 2,800 1,000 200 10,000 0 10,000 ＞
　対象数量（積算システムの数量と購入数量の小さい方）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ ８,０００ Ｌ

①’　受注者　購入数量
（敷材運搬に係る数量）

－ － － 500 1,000 500 2,000 － 2,000 ＞
　対象数量（運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ １,０００ Ｌ

② 　受注者　購入価格
（税込み）

100 120 130 110 120 140 160 160 180

③　発注者　実勢価格
（物価資料価格：税抜き）

110 120 140 110 110 130 170 170 170

受注者　購入金額
① × ②

110,000 240,000 420,000 448,000 160,000 36,000 1,414,000 0 1,414,000
　【 購入数量 ＞ 対象数量 】のため、受注者の購入金額を調整

( 8,000 / 10,000 ) × 1,414,000 = 1,131,200

受注者　購入金額
①’ × ②

0 60,000 140,000 80,000 0 0 280,000 － 280,000
　【 購入数量 ＞ 対象数量 】のため、受注者の購入金額を調整

( 1,000 / 2,000 ) × 280,000 = 140,000

発注者　実勢金額
（ ① + ①’ ）× ③

110,000 275,000 520,000 561,000 170,000 34,000 1,670,000 0 1,670,000

発注者　スライド単価　p’ 139p’ = Σ（ 購入数量 × 実勢価格 ） ÷ 購入数量 ＝ 1,670,000 ÷（10,000 + 2,000 ）＝

既済（単品スライド対象外）　　 　　未払い（単品スライド対象の請負代金額 ＝ P ）

① 　受注者　購入数量　に対する　設計数量（積算システムによる４～９月分の数量） ＝　8,000 L
①’　受注者　購入数量　に対する　設計数量（運用マニュアルによる算出値）　　　　 ＝　1,000 L

既済払済み数量（1,400L） 購入数量（証明済み）
購入数量
（未証明）

購入数量
合計

「購入数量（証明済み）」の合計数量が設計数量を超過している

場合は、「購入数量（未証明分）」については計上出来ない。

↓

（証明済み＋未証明分） ≦ 設計数量

変動額算定の例（ガソリン）

1,131,200

140,000

＝ 1,271,200

【マニュアル36頁引用】

・合意率：90%

・当初設計単価（M当初）：110円

・実勢価格のスライド単価：139円 ･･･各月の購入数量で加重平均して算出した単価

●M変更（実勢価格）：139×（8,000＋1,000）×0.9×1.1＝1,238,490円（税込み）

●M変更（購入金額）：1,271,200円（税込み） ･･･購入数量が対象数量を上回っていたため、調整した購入金額

この場合、実勢価格で算出した変動後の額が、購入
金額より安価となるため、実勢価格を採用する。

ただし、実際の購入金額が適当な購入金額であると
認められる場合には、実際の購入金額を採用すること
ができる。



四国地方整備局
単品スライドの対象判断について

６．スライド額の算定の対象とする品目

・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の変動額（増額分又

は減額分）が請負代金額の１％を超える品目とする。

【マニュアル4頁「1-3-2スライド額の算定の対象とする品目」】
【マニュアル6・7頁「1-5-1スライド額算定の方法について」】

➤鋼材類、燃料油類、その他の主要な工事材料の変動額の合計額が請負代金額の１％を超えるものを

適用対象とするのではなく、鋼材類を例に取れば、その変動額だけで請負代金額の１％を越えてい

る場合には鋼材類が適用対象材料となるという趣旨。

請負代金額： 220,000,000 1%相当額： 2,200,000

各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定
軽油 1,000,000 1,200,000 200,000
ガソリン 500,000 600,000 100,000

合計 1,500,000 1,800,000 300,000
異形棒鋼 5,000,000 7,500,000 2,500,000

Ｈ形鋼 1,000,000 1,400,000 400,000
合計 6,000,000 8,400,000 2,900,000

注）価格は税込み

計算例１

燃料油 ×

鋼材類 ○

スライド額 S = 2,900,000 - 2,200,000 = 700,000

＜増額変更の場合の計算例＞

20

請負代金額： 110,000,000 1%相当額： 1,100,000

各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定
軽油 5,000,000 6,500,000 1,500,000
ガソリン 500,000 600,000 100,000

合計 5,500,000 6,600,000 1,600,000
異形棒鋼 5,000,000 7,000,000 2,000,000

Ｈ形鋼 1,000,000 1,400,000 400,000
合計 6,000,000 8,400,000 2,400,000

注）価格は税込み

○

計算例２

燃料油

鋼材類 ○

スライド額 S = 1,600,000 + 2,400,000 - 1,100,000 = 2,900,000



四国地方整備局
単品スライドのスライド額算定について

７．スライド額算定について
【マニュアル6～10頁「1-5-1スライド額算定の方法について」】

Ｓ増額
※ ＝ （Ｍ変更

鋼  － Ｍ当初
鋼 ）＋（Ｍ変更

油  － Ｍ当初
油 ）＋（Ｍ変更

材料  － Ｍ当初
材料 ）－ Ｐ×1/100 

Ｓ減額
※

 ＝ （Ｍ変更
鋼  － Ｍ当初

鋼 ）＋（Ｍ変更
油  － Ｍ当初

油 ）＋（Ｍ変更
材料  － Ｍ当初

材料 ）＋ Ｐ×1/100 

                                       ※税抜き額を万円未満切り捨てとする 

 P‘： 請負代金額（最終）
増額スライドの場合は、受注者負担額（請負代金額の１％を減じる。
減額スライドの場合は、発注者負担額（請負代金額の１％を加える。

８．請負代金額の考え方

・請負代金の部分払をした工事における「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の

対象となった出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品

（以下「出来高部分等」という。）に相応する請負代金相当額を控除した額とする。

【マニュアル5頁「1-4請負代金額の考え方」】

➤単品スライド額の算定にあたって、請負代金額は「最終的な全体工事費」をもって行う。

（第５章 請求等手続きおよび提出様式）

21



四国地方整備局
単品スライドの請負代金額について

※材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時も

しくは事前に、契約書第２６条第５項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。

８－２．既済部分検査

・既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものと

する。

【マニュアル45頁「5-3既済部分検査」】

※部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期

２ヶ月前までに単品スライド請求を行う。

８－３．部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い

・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の２ヵ月前までに請求。

【マニュアル46頁「5-4部分引き渡しにかかる
指定部分の取扱い」】

22



四国地方整備局
単品スライドの請負代金額について

【マニュアル61・62頁「様式７、様式７－１」】

23



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて

【マニュアル43・44頁「5-1請求時期、5-2協議の手続き」】

第
○
回
変
更
契
約

精
算
額
・
精
算
数
量
確
定

工
期
開
始

単
品
ス
ラ
イ
ド
の
請
求

協
議
開
始
日

を
通
知

協
議
開
始

工
期
末

2ヶ月以上

7日
以内 14日以内

45日以上

単
価
合
意

第
○
回
変
更
契
約

変
更
額
・
変
更
数
量
確
定

ス
ラ
イ
ド
契
約

協
議
終
了

単品スライド協議開始前まで

〔上段〕
単品スライド
スケジュール

〔下段〕
通常の設計変更
スケジュール

９．協議の手続き

・単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約

数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変

更（全体スライド及びインフレスライドを含む）をすること。（原則）

・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。

24



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて

請求後7日以内

協議成立しなかった場合 協議成立

工期末

協議開始日
から

14日以内

単品スライド額に係る
変更契約締結

工期の
2ヶ月以上前

協議が整わなかった場合は
発注者が定め受注者に通知

通知による
単品スライド額の受領

スライド額の確認

スライド額算出

スライド額協議開始日
様式６通知

単品スライド額に係る
工事請負契約書への

記名・押印

＜発注者＞

受領
（残工期２月以上ある場合）

協議開始日の通知

対象数量、搬入月
単価などの確認

＜受注者＞

第26条5項に基づく
単品スライドの請求

協議開始日の通知の受領

様式3、様式3-1～3
及び納品書等を提出

手続きフロー

25

様式-1、様式1-1
※請求時の様式1-1は概略で可
（対象材料と見込み額程度）

様式-２

様式-3、様式3-1～３
納品書、請求書、領収書

様式-６

様式-６-1



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて
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様式-1：請負代金額の変更請求 様式-1-1：概算計算書 ※請求時の様式1-1は概略で可
（対象材料と見込み額程度）



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて
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様式-２：協議開始日の通知 様式-3：変更請求額計算書



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて
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様式-３-1：対象材料計算総括表 様式-3-2：資機材の材料証明書
様式-3-3：建設機械の運搬金額計算総括表



四国地方整備局
単品スライドの手続きについて
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様式-6：変更協議書 様式-6-1：工事請負変更契約書



四国地方整備局全体・インフレスライドと単品スライドの併用について

10．全体・インフレスライド併用時の負担額

➤単品スライド条項の請負代金額は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来高部分や部分

引き渡しを行った部分を除いたもの。

➤単品スライド条項のみが適用される期間においては、当該期間の工事費の１％を受注者の負担とする

が、全体スライドおよびインフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、

単品スライド条項に係る１％分の負担を求めない。
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四国地方整備局全体・インフレスライドと単品スライドの併用について

10．全体・インフレスライド併用時の当初実勢価格
全体もしくはインフレスライドと併用する場合は、全体もしくはインフレスライドに基づく設計変更

契約を先に行う。また、変動額算定に用いる当初設計時点の実勢価格は、全体もしくはインフレスラ

イドの基準日の単価を用いる。
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四国地方整備局全体・インフレスライドと単品スライドの併用について

11．請求等手続きについて
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工事請負契約書第２６条第５項（単品スライド条項）運用マニュアル

ありがとうございました

四国地方整備局ホームページ
↓

企画部
↓

技術管理課
↓

スライド運用基準
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